
静岡県立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年３月26日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県規則第13号

静岡県立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡県立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17年静岡県規則第63号）の一部を次の

ように改正する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

改正前 改正後

（定員）

第２条 条例第２条に規定する県立児童福祉施

設（以下「施設」という。）の定員は、次のと

おりとする。

（定員）

第２条 条例第２条に規定する県立児童福祉施

設（以下「施設」という。）の定員は、次のと

おりとする。

名称 定員

静岡県立磐田学園 100人

（略）

名称 定員

静岡県立磐田学園 55人

（略）


